
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

○

〃

〃

○

〃

〃

【

告

示

】

○

建

築

基

準

法

施

行

規

則

第

十

一

条

の

三

の

規

定

建

築

指

導

課

○

〃

〃

に

よ

る

区

域

の

指

定

の

廃

止

○

〃

〃

【

公

安

委

員

会

】

（

県

例

規

集

登

載

）

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

指

導

監

査

室

○

行

政

手

続

等

に

お

け

る

情

報

通

信

の

技

術

の

利

情

報

管

理

課

－

出

用

に

関

す

る

法

律

の

施

行

に

伴

う

国

家

公

安

委

員

○

〃

〃

会

の

所

管

す

る

関

係

法

令

に

規

定

す

る

対

象

手

続

○

土

地

改

良

事

業

計

画

の

変

更

の

認

可

耕

地

課

等

を

定

め

る

国

家

公

安

委

員

会

規

則

に

基

づ

き

定

○

地

域

森

林

計

画

の

決

定

林

政

課

め

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

地

域

森

林

計

画

の

変

更

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

【

公

告

】

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

第

五

百

二

十

九

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

海

区

漁

業

調

整

委

員

○

二

級

建

築

士

の

免

許

の

取

消

し

〃

の

開

催

会

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

用

度

課

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和３年１月１５日 第１２２６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
九
号

平
成
六
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
五
号
（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
区
域

の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ラ
ベ
ン
ダ
ー
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

和
気
郡
和
気
町
尺
所
二
四
五

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
ラ
ベ
ン
ダ
ー
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
尺
所
二
四
五

一

－

三

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
一
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
二
三
〇
〇
二
〇
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル
ビ
ィ
介
護
セ
ン
タ
ー
荘
内

２

所
在
地

玉
野
市
迫
間
二
〇
七
四

一

ミ
ヤ
テ
ッ
ク
ス
ビ
ル
二
〇
三
号

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル
ビ
ィ
株
式
会
社

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

広
島
県
広
島
市
西
区
商
工
セ
ン
タ
ー
六

一

一
一

－
－

三

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
一
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
四
〇
〇
一
九
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

同
行
援
護

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
事
業
（
計
画
の
変
更
）
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

地
区
名
及
び
工
種

地
区
名

工

種

北
七
区
支
線

号

か
ん
が
い
排
水

66

三

認
可
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
九
日

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
四

月
一
日
以
降
十
年
間
に
お
け
る
高
梁
川
下
流
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
定
め
た
の
で
、
当

該
計
画
書
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
旭
川
森
林
計

画
区
及
び
吉
井
川
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
当
該
計
画
書
を
岡
山
県
農

林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
一
八
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道

路

の

位

置

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

指

定

年

月

日

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

岡
山
県
指
令
備
中
局

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
塩

二
〇
九
〇
番

六
・
〇
一

二
二
・
七
六

建
第
二
〇
三
六
号

一
〇

令
和
三
年
一
月
五
日

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
一
九
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
級
建

築
士
の
免
許
の
取
消
し
を
行
っ
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
一
月
六
日

二

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
、
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建

築
士
の
別
及
び
そ
の
者
の
登
録
番
号

田
中

穗

二
級
建
築
士

第
二
〇
三
五
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

相
続
人
か
ら
、
当
該
二
級
建
築
士
が
死
亡
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
た
め

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
二
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
西
ノ
内
一
一
一
七

一
七

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
一
〇
七
八

一
コ
フ
レ
Ｃ
一
〇
二

－

三
宅

裕
之

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
二
一
号

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
二
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
中
原
字
湯
桶
口
三
九
一

一
、
三
九
一

三
、
三
九
二

二
、
三
九
五

五
、
三
九
六

－
－

－
－

一
、
三
九
七

二
八
、
三
九
七

三
八
、
三
九
八

一
、
三
九
八

二
、
三
九
九

二
、
四
〇

－
－

－
－

－
－

三

二
、
三
九
一

四
、
三
八
三

二
、
三
七
八

二
地
先
か
ら
三
八
三

二
地
先
ま
で
道
、
三

－
－

－
－

－

九
一

四
地
先
道
、
三
九
八

一
地
先
か
ら
八
〇
六

六
地
先
ま
で
道
、
四
〇
三

二
地
先
道
、

－
－

－
－

三
九
一

一
地
先
か
ら
三
九
七

二
八
地
先
ま
で
道
、
字
柿
木
道
上
三
七
八

二
、
三
七
八

一

－
－

－
－

〇
、
三
七
八

三
、
三
七
八

九
、
三
七
八

九
地
先
か
ら
三
七
八

一
〇
地
先
ま
で
道
、
字
巽

－
－

－
－

原
八
八

一
二
、
八
八

一
二
地
先
道
、
八
八

一
二
地
先
水

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
一
丁
目
六

一
一

－

株
式
会
社
エ
ブ
リ
イ

代
表
取
締
役

岡
﨑

浩
樹

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
五
〇
号

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
二
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
中
原
字
湯
桶
口
三
九
一

一
、
三
九
一

三
、
三
九
二

二
、
三
九
五

五
、
三
九
六

－
－

－
－

一
、
三
九
七

二
八
、
三
九
七

三
八
、
三
九
八

一
、
三
九
八

二
、
三
九
九

二
、
四
〇

－
－

－
－

－
－

三

二
、
三
九
一

四
、
三
八
三

二
、
三
七
八

二
地
先
か
ら
三
八
三

二
地
先
ま
で
道
、
三

－
－

－
－

－

九
一

四
地
先
道
、
三
九
八

一
地
先
か
ら
八
〇
六

六
地
先
ま
で
道
、
四
〇
三

二
地
先
道
、

－
－

－
－

三
九
一

一
地
先
か
ら
三
九
七

二
八
地
先
ま
で
道
、
字
柿
木
道
上
三
七
八

二
、
三
七
八

一

－
－

－
－

〇
、
三
七
八

三
、
三
七
八

九
、
三
七
八

九
地
先
か
ら
三
七
八

一
〇
地
先
ま
で
道
、
字
巽

－
－

－
－

原
八
八

一
二
、
八
八

一
二
地
先
道
、
八
八

一
二
地
先
水

－
－

－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道
、
緑
地
、
消
防
の
用
に
供
す
る
貯
水
施
設

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
一
丁
目
六

一
一

－

株
式
会
社
エ
ブ
リ
イ

代
表
取
締
役

岡
﨑

浩
樹

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
五
〇
号

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
二
三
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（

端
末
）

一
、
一
一
〇
式

C
h
r
o
m
e

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
八
月
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

販
売
事
業
本
部
岡
山
支
社
岡
山
第
二
営
業
部

岡
山
市
北
区
下
中
野
二
三
六
番
地
の
六

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

四
六

五
五
六

七
三
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四

二
三
二

四
三
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
二
四
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（

端
末
）

一
、
一
七
二
式

C
h
r
o
m
e

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
八
月
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

販
売
事
業
本
部
岡
山
支
社
岡
山
第
二
営
業
部

岡
山
市
北
区
下
中
野
二
三
六
番
地
の
六

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

四
九

一
五
七

一
九
六
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四

四
六
八

八
三
六
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
二
五
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（

端
末
）

一
、
一
二
八
式

C
h
r
o
m
e

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
八
月
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
両
備
シ
ス
テ
ム
ズ

岡
山
市
南
区
豊
成
二
丁
目
七
番
一
六
号

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

四
七

三
三
六

五
二
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四

三
〇
三

三
二
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
二
六
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（

端
末
）

一
、
〇
八
七
式

C
h
r
o
m
e

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
八
月
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
両
備
シ
ス
テ
ム
ズ

岡
山
市
南
区
豊
成
二
丁
目
七
番
一
六
号

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

四
五

六
一
五

九
五
五
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四

一
四
六

九
〇
五
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
二
七
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（

端
末
）

九
九
六
式

C
h
r
o
m
e

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
八
月
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

販
売
事
業
本
部
岡
山
支
社
岡
山
第
二
営
業
部

岡
山
市
北
区
下
中
野
二
三
六
番
地
の
六

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

四
二

五
六
四

〇
六
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

八
六
九

四
六
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
二
八
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

一
、
一
三
二
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
八
月
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ラ
イ
ン
ズ
オ
カ
ヤ
マ

備
前
市
伊
部
一
七
二
二

一

－

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

五
五

五
三
五

九
二
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
五

〇
四
八

七
二
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
二
九
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

一
、
三
〇
〇
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
八
月
三
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
プ
ロ
ー
バ

岡
山
市
南
区
米
倉
四
二
番
地
の
一

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

五
九

四
〇
二

二
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
五

四
〇
〇

二
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



〔
三
〇
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

児
童
生
徒
貸
出
用
等

一
、
三
〇
〇
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
九
月
七
日

四

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
プ
ロ
ー
バ

岡
山
市
南
区
米
倉
四
二
番
地
の
一

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

五
七

八
五
七

八
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
五

二
五
九

八
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め
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〔
三
一
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

モ
バ
イ
ル
Ｗ
ｉ

Ｆ
ｉ
ル
ー
タ
ー

三
、
九
六
六
台

－

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
八
月
二
十
日

四

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
ま
と
め
て
オ
フ
ィ
ス
西
日
本
株
式
会
社

中
国
支
社

広
島
県
広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
六

一
一

－

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

三
八

九
一
四

三
九
二
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

五
三
七

六
七
二
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め
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〔
三
二
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

手
指
消
毒
用
エ
タ
ノ
ー
ル
Ｓ
手
指
消
毒
用

五
〇
〇
Ｍ
Ｌ
×
二
本

一
、
一
五
八
ユ
ニ
ッ
ト

手
指
消
毒
用
エ
タ
ノ
ー
ル
ビ
オ
レ
Ｕ
つ
め
か
え

四
二
〇
Ｍ
Ｌ
×
二
本

一
四
、
四
四
七
ユ
ニ
ッ

ト
二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
六
月
三
日

四

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ー
ト
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
二
番
三
号

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

四
〇

六
三
四

五
四
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

六
九
四

〇
四
九
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

該
当
す
る
た
め

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委
員
会

の
所
管
す
る
関
係
法
令
に
規
定
す
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
に
基
づ
き
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委

員
会
の
所
管
す
る
関
係
法
令
に
規
定
す
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
に
基

づ
き
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委
員
会

の
所
管
す
る
関
係
法
令
に
規
定
す
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
に
基
づ
き
定
め
る

規
則
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
に
基
づ
き
定
め
る
規
則

第
一
条
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
対
象
と
な
る
申
請
等
）

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

第
二
条

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
岡
山
県
公
安
委
員
会
が
定
め
る
手
続
等
の
う
ち
、
公
安
委
員
会
等
（
岡
山
県
公
安
委
員
会
、

岡
山
県
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
を
い
う

）
に
対
す
る
申
請
等
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

。

第
三
条
中
「
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
の
行
う
申
請
等
」
を
「
前
条
に

規
定
す
る
申
請
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年１月１５日　岡山県公報　第１２２６０号



◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
二
十
九
回
岡
山
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
五
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日
（
月
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

漁
業
許
可
の
公
示
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

漁
業
許
可
の
有
効
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て

第
三
号
議
案

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
に
つ
い
て

第
四
号
議
案

委
員
会
指
示
に
つ
い
て

第
五
号
議
案

関
係
各
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
つ
い
て
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